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1  業務概要 

 

 調査目的 
本格的な人口減少や高齢化等の社会情勢の変化に対応するため、持続可能な安心・安全に暮ら

せるまちづくりを目指すことが求められている。 
本業務は都市機能や居住機能を集約した複数の拠点を公共交通でつなぐ集約型都市構造（コン

パクト・プラス・ネットワーク）を推進するため、具体的な居住誘導区域・都市機能誘導区域や、
誘導施設・誘導施策等の設定、頻発化する災害に対応するための防災指針を示した、都市再生特
別措置法に基づいた甲斐市立地適正化計画を策定することを目的とする。 

 

 業務概要 
業 務 名：令和４年度甲斐市立地適正化計画策定業務委託 
業務範囲 ：甲府都市計画区域と韮崎都市計画区域を基本とし、必要に応じて甲斐市 
地内の都市計画区域外も含むとする 
履行期間 ：令和 4 年 7 月 1 日～令和５年３月 24 日 
業務内容 

項  目 単位 数量 

１ 計画準備 式 1 

2 上位・関連計画の整理 式 1 

3 都市の現状及び将来の見通しに関する都市構造上の課題の抽出 式 1 

4 市民アンケートの実施 式 1 

5 基本方針の検討 式 1 

6 課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー）の検討 式 1 

7 誘導区域及び誘導施設の検討 式 1 

8 関係会議運営支援 式 1 

9 報告書の作成等 式 1 

10 打合せ協議 式 1 
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 業務範囲 
本業務の業務対象地域は、甲府都市計画区域と韮崎都市計画区域を基本とし、必要に応じて甲

斐市地内の都市計画区域外も含むとする。 

 
図 業務対象範囲図  
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 業務フロー 
以下のフローに従い、業務を実施した。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

図 業務フロー 

1.計画準備 

 〇業務計画書の作成 

〇必要資料の収集・整理 

2. 上位・関連計画の整理 

 
○上位計画：総合計画、区域ＭＰ 

○関連計画：都市ＭＰ、人口ビジョン・総合戦略 …等 

3.  

 
○各種統計調査及び既存アンケート調査結果の整理 

○市内の幹線道路網の交通量の推計及び将来交通需要推計 
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5. 基本方針の検討

○まちづくりの方針(ターゲット)及び 

目指すべき都市の骨格構造の検討 

協議① 

協議②      

協議③ 

6. 

○課題解決のための施策及び誘導方針 

（ストーリー）を検討 

7. 誘導区域及び誘導施設の検討

①都市機能誘導区域を設定 

②居住誘導区域を設定 

③誘導施設を設定 

9. 報告書の作成等 

 

   

   

関係課ヒアリング① 

協議④ 

策定委員会① 

策定委員会② 

関係課ヒアリング② 

庁内検討会 
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2  上位・関連計画の整理 

 
上位計画である「第 2 次甲斐市総合計画（後期基本計画）」や関連計画である「甲斐市都市計画

マスタープラン」等について整理及び分析を行った。 
 

 上位計画 

2.1.1 第 2 次甲斐市総合計画 後期基本計画（令和 2 年 3 月、甲斐市） 
計画期間 令和２年４月～令和 7 年３月 

基本目標 （１）まちづくりは人づくり 生涯にわたる学びのまち（教育・文化） 
（２）健やかで心ふれあう安心に暮らせるまち（福祉・健康） 
（３）美しい景観と快適で安全な都市機能を築くまち（都市・建設・交通・防災） 
（４）自然と生活が調和した環境を築くまち（環境） 
（５）交流と協働による未来を拓く活力のあふれるまち（産業・行政） 

政策・ 
施策体系 
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政策・ 
施策体系 
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2.1.2 山梨県都市計画マスタープラン（令和 2 年 10 月、山梨県） 
基本理念 都市機能の集約と連携による持続可能な都市づくり 

 
 【集約と連携による都市づくりのイメージ】 

 
基本方針 （１）都市機能を集約した活力に満ちた都市づくり 

（２）美しく魅力あふれる都市づくり 
（３）安全で安心して暮らせる都市づくり 
（４）環境と共生する都市づくり 
（５）リニア中央新幹線を活かした都市づくり 
（６）多様な主体の参加と協働による都市づくり 
（７）PDCA による都市づくり 
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目指すべき 
県土構造 
（全県） 

 
将来都市 
構造（中西
部・南部広
域圏域） 
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2.1.3 甲府盆地７都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（令和 3 年 7 月、山梨県） 
計画期間 基準年次：2015 年（平成 27 年）、目標年次 2030 年（令和 12 年） 

基本理念 市街地を美しい樹園地や豊かな自然が取り囲む 
甲府盆地の景観と調和した風格と賑わい・交流のある一体都市群 

将来都市
構造 

 

整備 
方針図 
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拠点方針 
エリア 

方針エリアは概ねの拠点の位置及び範囲であり、今後市町村マスタープラン等にお
いてこの方針エリアをもとに拠点の詳細な範囲を定めることができる。なお、市町
村マスタープラン等において拠点エリアが定められるまでの間は、「拠点方針エリ
ア図」に示す範囲を拠点エリアとする。 
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 関連計画 

2.2.1 第 2 次甲斐市まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和 2 年 3 月、甲斐市） 
計画期間 令和２年４月～令和 7 年３月 

基本目標 （１）安定した雇用を創出する産業振興 
（２）都市と自然の魅力を活かした定住促進 
（３）次世代育成のための包括的な支援 
（４）人がつながり活力を生み出すまちづくり 

施策 
(全体像) 
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2.2.2 甲斐市都市計画マスタープラン(令和 3 年度改定)（令和 4 年 3 月、甲斐市） 
計画期間 目標年次 2030 年（令和 12 年） 

基本理念 ○人口減少・少子高齢社会が進む成熟型社会において、「二酸化炭素排出量の実質
ゼロ」を目指した、環境にやさしい都市づくり 

○自然環境などの豊かな地域資源とともに暮らし、誰もが快適な生活を送ること
のできる空間を次世代に引き継いでいく、サスティナブル（持続可能）な都市
づくり 

都市づくり 
のテーマ 

人がつくり 人がつどう 活気あふれる サスティナブルな生活快適都市・甲斐 

目標 （１）日常生活の中で豊かな自然環境が感じられるまちづくり 
（２）相互に助け合い、賑わいと活力のあるまちづくり 
（３）誰もが住み良さと安らぎを感じるまちづくり 
（４）未来へ引き継ぐまちづくり 

方向性 
（将来都市
構造） 
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土地利用 
構想 
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2.2.3 甲斐市国土強靭化地域計画（令和 4 年 3 月、甲斐市） 
計画期間 令和 4 年度～令和 8 年度 

目指すべき 
姿 

強く、しなやかな生活快適都市 

基本的な 
方針 

（１）ソフト対策とハード対策の組み合わせ 
（２）『自助』『共助』『公助』の組み合わせ 
（３）平時における利活用 

重点化施策 
及び KPI 
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2.2.4 甲斐市地域防災計画 
防災の基本 
理念及び 
施策の概要 

【第１ 災害予防】 
１ 災害に強いまちづくりを実現するための主要交通・通信機能の強化、治山治水

事業及び市街地再開発事業等による災害に強いまちの形成並びに公共施設、ラ
イフライン機能の安全性の確保等を行う。 

２ 発災時の災害応急対策、及びその後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うた
め、平常時から施設・設備・資機材等の整備・充実、食料・飲料水等の備蓄、
関係機関（民間企業、ボランティア、ＮＰＯ及びＮＧＯ等を含む。）相互の協力
体制の構築に向けた、共同での実践的な訓練や研修及び協定の締結等を行う。 

３ 市民の防災活動を推進するため、市民への防災思想・防災知識の普及、防災教
育・防災訓練の実施、過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援並び
に自主防災組織等の育成強化、ボランティア活動の環境整備、企業防災の促進
等を行う。 

４ 公共交通機関が運行を停止した場合、自力で帰宅することが困難な帰宅困難者
が大量に発生することから、「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者対
策に対する基本原則や安否確認手段について平常時から積極的に広報する。ま
た、企業等に対して、従業員等を一定期間事業所等内にとどめておくことがで
きるよう、必要な物資の備蓄等を促すなど、帰宅困難者対策を行う。 

５ 複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複合化す
ることにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難となる事象）の発生可能
性を認識し、防災体制の構築に努める。 

【第２ 災害応急対策】 
１ 東海地震予知情報等の伝達、市民の避難誘導及び災害未然防止活動を行う。 
２ 発災直後の被害規模の早期把握に関する情報の迅速な収集及び伝達並びにそ

のための通信手段の確保を行う。 
３ 被災による本市の行政機能の低下等により被災状況の把握等が行えないと認

められる場合、県は本市の被災情報の収集に意を用いる。 
４ 災害応急対策を総合的、効果的に行うため市の活動体制の確立並びに他機関と

の連携による応援・受援体制の確立を行う。 
５ 災害の拡大を防止するための消火・水防等の災害防止活動を行う。 
６ 被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、障がい者、乳幼

児その他の特に配慮を要する者（以下、「要配慮者」という。）に配慮するなど、
被災者の年齢、性別、障がいの有無といった被災者の事情から生じる多様なニ
ーズに適切に対応する。 

７ 被災者に対する救助・救急活動と負傷者に対する迅速かつ適切な医療活動を行
う。 

８ 円滑な救助・救急、医療及び消火活動等を支え、また被災者に緊急物資を供給
するため、交通規制、施設の応急復旧、障害物除去等による交通の確保並びに
優先度を考慮した緊急輸送等を行う。 
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防災の基本 
理念及び 
施策の概要 

９ 被災者について避難先から安全な避難所への誘導、避難所の適切な運営管理、
応急仮設住宅等の提供等避難収容活動の調整等を行う。 

10 被災者の生活維持に必要な食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給を行
う。 

11 被災者の健康状態の把握並びに必要に応じた救護所の開設、仮設トイレの設
置、廃棄物処理等の保健衛生活動、防疫活動並びに迅速な遺体の処理等を行う。 

12 防犯活動等による社会秩序の維持、物価・物資の安定供給のための施策を実施
する。 

13 被災者の生活確保に資するライフライン、交通施設等の応急復旧を行う。 
14 流言・飛語等による社会的混乱を防ぎ、適切な判断と行動を促すため、放送事

業者、新聞社等の報道機関及びポータルサイト・サーバー運営業者の協力を求
めながら、被災者等への的確な情報伝達を行う。 

15 二次災害の危険性の見極め及び必要に応じ住民の避難、応急対策の実施を行
うとともに、関係機関は、災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう
十分配慮する。 

16 ボランティア、義援物資・義援金、市外からの支援の適切な受け入れを行う。 
【第３ 災害復旧・復興】 
１ 被災地域の復旧・復興の基本方針の早急な決定と事業の計画的推進を行う。 
２ 被災施設の迅速な復旧を行うとともに、被災者に対して適切な援護を行うこと

により、被災地の復興を図る。 
３ 二次災害の防止と、より快適な都市環境を目指した防災まちづくりを行う。 
４ 迅速かつ適切ながれき処理を行う。 
５ 被災者に対する資金援助、住宅確保、雇用確保等による自立的生活再建の支援

を行う。 
６ 被災中小企業の復興等、地域の自立的発展に向けての経済復興の支援を行う。 
【第４ 国、県等との連携】 

市は、大規模災害にも対応しうる即応体制を充実強化するため発災時における
積極的な情報の収集・伝達・共有体制の強化や、国、県、近隣市町等との相互応
援体制を構築するため、各機関が連携した災害対応の推進を図るものとする。 
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2.2.5 第 2 次甲斐市環境基本計画（令和 4 年 3 月、甲斐市） 
計画期間 令和 4 年度～令和 12 年度 

望ましい 
環境像 

自然と生活が調和した環境を築くまち 

取組の 
体系 

 
 

2.2.6 第 3 次甲斐市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）（令和 4 年 3 月、甲斐市） 
計画期間 令和 4 年度～令和 12 年度 

温室効果 
ガス排出量 
の削減目標 

 
基本方針 （１）使用電力の削減 

（２）公用車燃料の削減 
（３）その他の燃料の削減 
（４）水道水の使用量の削減 
（５）用紙類の削減 
（６）グリーン購入等の推進 
（７）ごみの削減 
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2.2.7 第 2 期甲斐市空家等対策計画（令和 3 年３月、甲斐市） 
計画期間 令和 3 年度～令和 6 年度 

基本方針 
及び 
施策取組 

 
 

2.2.8 甲斐市公共施設等総合管理計画（令和 4 年 2 月改訂、甲斐市） 
計画期間 平成 29 年度から令和 28 年度 

基本方針 （１）管理コストの縮減と財源確保 
（２）予防保全による長寿命化 
（３）施設総量の削減と配置の適正化 
（４）全庁的な公共施設等マネジメントの推進 

削減目標 公共施設の保有量の目標 
：延床面積を今後 30 年間（令和 28（2046）年度まで）で 20％削減 

基本的な 
考え方 

（１）効率的・効果的な維持管理 
（２）点検・診断及び安全確保の実施 
（３）適切な修繕・更新等の推進 
（４）ユニバーサルデザイン化の推進方針 
（５）統廃合・機能集約等の推進 
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2.2.9 第 2 期甲斐市子ども・子育て支援事業計画（令和 2 年 3 月、甲斐市） 
計画期間 令和 2 年度から令和 6 年度 

基本方針 子供が 親が 地域が育つまち 

施策の体系 
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2.2.10 第 3 次甲斐市地域福祉計画（令和 4 年 3 月、甲斐市） 
計画期間 令和 4 年度から令和 8 年度 

基本理念 一人ひとりが手をつなぎ ぬくもりあふれる 福祉のまちづくり 

施策の体系 

 

 


